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年金のお知らせ
Pension Infomation

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保
険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」
があります。

　保険料の免除や猶予を受けず保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不
慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　国民年金保険料免除・納付猶予の対象期間は、7月から翌年6月までです。
　令和5年度（令和5年 7月～令和6年 6月）分の国民年金保険料の『免除制度』また
は『納付猶予制度』を利用される方は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出し
てください。
　国民年金保険料の免除制度または納付猶予制度を利用する方は、原則として毎年度申請
が必要です。

令和5年度国民年金保険料免除・納付
猶予の申請を受け付けています

※新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相
当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手
続きは、令和4年度分の申請をもって終了しました。

【国民年金のご相談・お手続きについて】
徳島南年金事務所☎ 088-652-3114 ／役場住民生活課☎ 0884-77-3613

●「継続審査」の対象者（全額免除・納付猶予承認者のみが対象）は申請不要です
　免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、「全額免除」、「納付猶予」が承認された方は、申請時に次の申請期間（翌
年度）以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」の対象となります。
「継続審査」の対象者は、翌年 7月に日本年金機構により自動で審査されるため、毎年の申請は不要となります。

●継続審査の注意事項
　所得審査がありますので、住民税等の所得申告が必要です。
　前年度と同じ免除区分の審査（「納付猶予」だった方は、「全額免除」の審査も行います。）になりますので、一部免除
を希望する方は、あらためて申請してください。

　「継続審査」の結果が「却下（期間延長不可）」となった場合でも、住所変更や世帯分離などで世帯構成に変更があっ
たときや、「特例」に該当する方は、あらためて申請すると一部免除を受けられる場合があります。

●継続審査の対象にならない方
　令和 4年度（令和 4年 7月～令和 5年 6月分）の申請結果が、下記に該当した方はあらためて申請が必要になります。
　▶申請が却下された方
　▶一部免除（4分の 3免除、半額免除、4分の 1免除）が承認された方
　▶失業等による特例により全額免除や納付猶予が承認された方
　▶新型コロナウイルス感染症の影響による減収に伴う『臨時特例』により承認された方

「マイナンバーカード」を健康保険証としてぜひお使い
ください！

保険証をお使いの皆さまへ

●マイナンバーカードと健康保険証を紐づけすると、こんなことが便利です！
▶データに基づく最適な医療が受けられます
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され※1、データに基づく最適な医療が受けられるよ
うになります。
※1マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて初
診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
▶転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要

今後、転職や転居などで必要となる保険証の切り替えや更新が不要になります。
※なお、新しい保険証への加入手続きは必要です。
▶手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除となります
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、
以下 2つの準備をお願いします。

STEP1：マイナンバーカードを申請 STEP2：マイナンバーカードを健康保険証として登録

▶申請方法は選択可能です
1) オンライン申請（パソコン・スマートフォンから）
2) 郵送による申請
3) まちなかの証明写真機からの申請

▶利用登録の方法
1)「マイナポータル」から行う
2) セブン銀行ＡＴＭから行う
3) 医療機関・薬局の受付で行う

●マイナンバーカードは安全です！
Q：マイナンバーカードを失くしたら個人情報が流出するの？
A：マイナンバーカードの ICチップには、健康・医療情報や税情報・年金情報などプライバシー性の高い情報は入ってい
ません！

Q：マイナンバーカードを失くした場合、どうすれば良いの？
A：万が一紛失しても、コールセンター（0120-95-0178:24 時間 365日受付可）に電話することで、カードの利用を
一時停止できるので安心です！

Q：マイナンバーカードを他人に悪用されそうで怖い
A：第三者にマイナンバーカードを見られても、あなたになりすまして手続きを行ったり、あなたの個人情報を調べたりす
ることはできません！

● 2024（令和 6）年秋以降は、保険証とマイナンバーカードが一体化されます！
マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は？ 健康保険証はいつまで使えますか？

▶ 2024（令和 6）年秋以降、マイナンバーカー
ドを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方
などは、ご加入中の医療保険の保険証に申請いた
だくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを
記載した「資格確認証」が無償交付されます。

▶ 2024（令和 6）年秋以降、新規の健康保険証
は発行せず、2024（令和 6）年秋の時点でお手元
にある有効な保険証は、その時点から最長 1年間
※1 使用することができます。
※1有効期限が 2025（令和 7）年秋より前に切れる場
合はその有効期限までです。▶「資格確認証」を医療機関等の窓口で提示する

ことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受け
ることができます。


